
 
 

 

 

 

 

食品安全県民運動を進めるために、群馬県生協連が事務局を担当する「ぐんま食の安全消費者

連絡会議」が呼びかけて設置した「県民運動懇談会」が、県民運動の推進についての報告書をま

とめ、昨年９月に群馬県に提出しました。 

 この報告書のなかで最初の課題として提言したネットワークをつくるために、懇談会メンバー

を中心にネットワーク設立準備会を立ち上げ、この間２回の会議を行い「ネットワークの名称」「会

則案」「設立趣意書案」等を確定し、新年度の設立にむけ準備を進めています。 

 ネットワークの名称は「ぐんま食の安全・安心県民ネットワーク」とし、ネットワークの事務

局を群馬県生協連が担当します。ネットワーク設立の趣旨は「食の安全・安心はみんなで守るも

のという共通イメージを持ち、消費者・生産者・事業者・行政が一緒に手を取り合い、お互いに

支援・協力しあえるしくみを創ること」です。情報の交流や発信、相互の交流や連携を通して、

お互いの役割を理解し協力しあうとともに、行政とも連携・協力を図りながら、より多くの県民

が食の安全・安心に取り組む「県民運動」として発展させてゆきたいと考えます。 
※ネットワーク設立の発起人には、子育てのＮＰＯ法人、コープぐんま、フレッセイ、県消団連、ＪＡ群馬

中央会、パリッシュ出版、生産者、県生協連など各分野の方々が参加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １月１１日、群馬県生協連主催による新春交歓会がロ

イヤルチェスター前橋で各方面から５０名が参加して盛

大に開催されました。群馬県、ＪＡ群馬中央会ほかの友

諠団体、日生協中央地連、県内生協の役職員、県連役職

員・顧問が一同に会し、会場は新春にふさわしく熱気に

つつまれ、参加者は懇親を深めあいました。 
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ご挨拶をいただく群馬

県中山博美（はくみ）総

務局長。 

次いでＪＡ群馬中央会

渋谷襄専務理事、中央

地連石川廣事務局長

からもご挨拶をいただ

きました。 



 

来賓及び友諠団体他からの参加者は次の方々です。 

【来賓】群馬県／中山博美（はくみ）氏（総務局長）、小澤邦壽氏（食品安全会議事務局長）、深

澤靖氏（消防防災課長）、堀口修氏（環境政策課長）、吉田孝男氏（蚕糸園芸課長）、落合久美

子氏（県民センター消費者行政グループリーダー） 

【友諠団体】渋谷襄氏（群馬県

農協中央会専務理事）、森本充

氏（中央労金群馬県本部副本部

長）、清村宗一氏（群馬県労福

協事務局長） 

【日本生協連】石川廣氏（中央

地連事務局長） 

【県連会員以外の生協】小野誠

昭氏（群馬県高齢者生協理事長）、神宮隆氏（群馬県共済生協専務理事）、遠山秀夫氏（上毛共

済生協事務局長） 
 

 

 

 

 

 群馬県の委託事業として県生協連が主催して毎年実施している特定テー

マ研修会が、１月２６日、群馬県女性会館で開催されました。今回は「群馬

県消費生活条例と高齢者被害対策」と題して県民センター消費者行政グルー

プの落合グループリーダーと土屋主任の講演をお聞きしました。講演のあと

で出席者からは活発な意見や質問が出され、有意義な研修会となりました。 

 ここ数年、県内の消費者センターに寄せられる相談件数は、６０歳未満の

相談が減少する一方で６０歳以上の高齢者からの相談は急増して、平成１７

年度では全体の４分の１を占めるなどし、群馬県は高齢者被害防止対策を特

に強化しています。落合リーダーが、コープぐんまの「くらし助けあいの会」

の取組みや地域生協の個配配達時の見守り、医療生協の訪問介護などを通して、生協の地域との

つながりを生かした高齢者被害防止の取組みに

期待していると述べると、コープぐんま組合員活

動部の香川統括マネージャーがコープぐんまの

取組みを紹介し、期待に応えたいと発言がありま

した。 

 また、参加者から出された条例の罰則規定につ

いての質問に対して、土屋主任から、東京都が消

費生活条例を再改定して全国初の罰則規定を盛り込んだ事例が紹介され、群馬県ではそこまで踏

み込んでいないが、必要な時は特定商取引法など現行法を視野にいれて警察とも連携し県民の被

害防止に取り組んでいると説明がありました。 

 高齢者が安心して暮らせる地域づくりのために生協の役割が一段と高まっていることを確認し

て研修会を終わりました。 

高齢者被害につい

て講演する落合リ

ーダー 



 

 

 

 

 コープぐんまは１月２２日（月）に藤岡市と、２５日

（木）に安中市と「災害時における応急生活物資供給等

に関する協定書」をそれぞれ締結しました。 

 この協定は、両市で地震災害などで市民が被災した場

合、市の要請に基づいてコープぐんまが食料品などの日

用品を提供したりトラックで緊急物資の輸送を支援する

ことを約束したものです。 

 新井藤岡市長・岡田安中市長ともに「いざというとき

市民のみなさんにいち早く食料品を提供できることは心

強い」とあいさつしました。 

 中嶋コープぐんま理事長からは、新潟中越地震で生協

の配送トラックが物資の輸送にお役に立てたことを紹介しながら「協定が実施される事態がない

ことを望むが、もしもの時は全力を尽くしたい」と述べ、それぞれの締結式で固い握手を交わし

ました。 
 

 

 

 

 

 

 ６月７日に施行される消費者団体訴訟制度の説明会が１月２４日（水）、群馬県と内閣府の共催

で県庁で開かれました。会場には、市町村の消費者センターの職員、生協や消費者団体、労働団

体、商工会、関心のある県民などが多数参加し、内閣府国民生活局消

費者企画課の阿部翼事務官の詳しい説明に熱心に耳を傾けていました。 

 平成１８年５月３１日に成立した消費者契約法の一部を改正する法

律は、内閣総理大臣が認定する一定の消費者団体（「適格消費者団体」）

に、事業者等の不当な行為に対する差し止め請求権を認める消費者団

体訴訟制度の導入が盛り込まれています。 

 消費者団体訴訟制度は、差止請求権を個々の消費者にではなく、直

接の被害者ではない第三者である消費者団体に認め

たことにその特色があります。このような制度は欧

米では広く導入されている制度ですが、日本では全く新しい仕組みであり、周

知・徹底を図ることが必要との主旨で開催されました。 

 県民センターの佐藤直美所長（写真左）は、冒頭のあいさつの中で、「適格消

費者団体は一定の要件を満たさないと認定されないが、しっかり学んで、適格消

費者団体にならない場合でも、消費者を守る取組みに活かして消費者被害防止の動きにつなげて

欲しい」と語りました。 

 尚、消費者契約法は５年を目途として『総合的な評価を行ない、本法の見直しを行うこと』が

付帯決議されており、訴訟費用の公的負担など更に実効性を高める改定が期待されるところです。 

調印のあと握手を交わす岡田義弘安中市長と中

嶋理事長。右は、左から松本理事・栗原理事・

吉田エリア委員。 

制度の説明をする内閣府の

阿部翼事務官 




